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札幌市の動物愛護管理行政について 

１ 札幌市動物愛護管理行政について 

⑴ 条例・計画等 

平成 27年 ５月 札幌市動物愛護管理基本構想 策定 

平成 28年 10月 札幌市動物の愛護及び管理に関する条例 施行 

平成 30年 ４月 札幌動物愛護管理推進計画 策定 

⑵ 最近の主な取組等 

平成 30年 ５月 「犬と猫の防災手帳」 作成 

平成 30年 ８月 北海道大学獣医学研究院・獣医学部と連携協定 締結 

平成 30年 12月 動物愛護ボランティア（啓発、教育、ケア）制度 創設 

平成 30年 ３月 札幌市動物愛護管理の推進に関する市民団体登録制度 創設 

令和 ２年 ６月 「札幌市飼い主のいない猫への対応ガイドライン」 作成 

令和 ３年 ４月 飼い主さがしノートの対象動物を愛護動物全般に拡大 

２ 犬猫の収容状況 

〇犬の引取り数（令和４年度は、令和５年２月 15日時点の速報値） 

 
〇猫の引取り数（令和４年度は、令和５年２月 15日時点の速報値） 

 

○殺処分数（令和５年２月 15日時点） 

犬：平成 26年 1月以降、ゼロが継続中 

猫：令和４年度は３匹（いずれも負傷・衰弱による安楽殺） 

660 
560 

推進計画で掲げる数値目標 

160 
190 

推進計画で掲げる数値目標 


